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! 議静戦 l 
j 麟ゑ穐 ご挨拶

社団法人町田法人会会長 橋 由
'巳，、 正

第 6回通常総会開催に際しましては、公務御多用の中、早川署長始め多数のご来賓

のこh需用?を)1易り厚く御礼申しあげます 。

また 、会員の皆様には、大変多忙の中、多数ご出席I買きまして誠に有事fI:うございま

した O

平素は町田法人会の運営につきま して税務当局並びに役員、会員の皆械には多大の

ご支援ご協力を賜り心から厚くお礼を申し上け、ます。

社団化以来 7年目を迎え、 町田法人会は着実に充実、発展をして参りました。重点

施策である会員増強 ・加入率の向上を始め、広報 ・研修 ・厚生などの各事業の実績、

また、青年部会並びに婦人部会の目覚ましい成果は皆様ご承知のとおりでございます。

特に会員増強につきましては、現在会員数二千六百数十社 ・加入率79%と、東法連

46会中第 2位にランクされてあ、ります。

5月23日に開催されました東法連総会におきまして、会員増強優秀会賞並びに会員

増強功労者として本会より 6名の方々が受章の栄誉に浴したのであります。

これらの成果はひとえに組織委員会、会員増強委員会の皆様の多大なご努力の賜で

あります。当会と致しましでもこの方々のご苦労に対し功労顕彰を申し上け¥その大

きな功n$をたたえた次第であります。

この他、 研修委員会 ・広報委員会 ・源泉部会のご努力など、数々の成果につきまし

ては次の議案内容をご覧頂きご理解 を賜りたいと存じます。

終わりに、ご来賓並びに会員の皆様のご指導とご努力に対しまして重ねてお礼申し

上げ、皆様の益々のご精進 とご発展を祈念致しまして、私の挨拶と致します。
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社団法人町田法人会

第六回通常総会報告

第六回通常総会は 5月15日、相模原市の千寿閣

において午後 3時40分開催されま した。

司会、杉浦理事の総会成立する旨 により、石井

副会長開会の辞のあと を受け、三橋会長から「本

日の開催にあたり、早川町田税務署長をはじめ多

数のご来賓の出席および会員各佐の出席に対 し謝

意を表し、本年度も会の質的向上に努力すべき こ

と」を力強 く述べ、続いて定款に基づき、 同会長

議長席につき、議事録署名人を次のとおり選出し

て、議案の審議に移行し ました。

議事録署名人

町田市原町田 4-5-6 大久保時夫

町田市中町 2-19-15 飯田直敏

第 1号議案 昭和60年度事業報告について岩

波総務委員長が報告。

第2号議案 昭和60年度収支決算報告並びに監

査報告について、市川財務副委員長が報告し、続

いて岩沢監事が監査報告を行った。

第 3号議案 昭和61年度事業計画(案)につい

ては、岩波総務委員長が提案。

第4号議案 昭和61年度収支予算(案)につい

ては、市川財務副委員長が提案し。 1-4号各議

案とも慎重審議の結果満場一致で承認されました。

第5号議案につき ましては、岩波総務委員長か

ら前理事中里氏の辞任に伴う 理事一名補選である

ことを提案、議長は「木目田 元」氏を後任理事

としたい旨発表承認を求めたところ、満場一致で

承認され議事はとどこおりなく終了 しました。

続いて、司会から「昭和60年度会員増強功労者」

に対し感謝状の贈呈を行う旨により、高屋事務局

長47名の功労者名を読みあげ、その代表として、

鶴川地区萩生田博会員が三橋会長から感謝状の贈

呈を受けました。功労者を代表し萩生田会員は、

会の今後の発展のため努力する旨を述べ謝辞と し

ました。

来賓紹介のあと、早川町田税務署長から、お祝

いのことばがあり、そのなかで会の充実した事業

及び高加入率維持のため会長はじめ役員の努力と、

会員増強運動の功労者へのお祝と労苦に対し深甚

なる敬意が表されました。

このほか

澄田町田都税事務所長

町田市長代理笠原助役

浜田東京税理士会町田副支部長

のご鄭重な祝辞を載きました。

最後に、鈴木副会長の閉会の辞により 、ここに本

総会は車冬了しました。

総会終了後、別室において懇親会を開催しその

さい、加藤商工会長からご祝辞を戴きました。
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議案の概 要
第 1号議案昭和 60年度事業報告

(Q)(財)全国法人会総連合関係 行事 9回

(Q)(社)東京法人会連合会関係 行事 47因

。三多摩法人会連合会関係 行事 5回

(Q)(社)町田法人会関係

。会議ム総会 1回ム監査1回ム定例理

理会11回 ム常任理事会3回ム役員会 3回

ム会員数調査定例会9回 ム委員会11回

ム打合会9回 ム地区役員会13回

。事業ム地区別研修会6回 ム年末調整事

務説明会6回 ム初級実務簿記講習会9回

ム中級実務簿記講習会9回 ム新設法人税

務説明会12回 ム決算法人税務説明会12因

。会員増強関係 60年 10 月 1 日 ~61年 3 月末
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町田法人会全役員により実施される。

O関連行事 10回

。その他

式典 ※会長国税庁長官表彰受彰式典

陳情 ※昭和60年11月7日付にで、昭和61

年度税制改正要望事項について

地元選出衆議院議員伊藤公介、 石川要三

斉藤節、山花貞夫の各議員に対し、位)東京

法人会連合会々長 豊永幸三、組問T団法人

会々長 三橋忠正連記にで陳情を行った。

O源泉部会関係 諸行事 11回

。青年部会関係 諸行事 42因

。婦人部会関係 諸行事 35回
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第2号議案 昭和60年度決算報告及び監査報告承認の件

昭和60年度収支決算書

白昭和60年4月1日~至昭和61年3月31日

I 収支計算の部

1 収入の部

手ヰ 目

款 項

会 費 収 入

基本財産運用収入

補助金収入

雑 収 入

F〆."ー 取 ;fIJ ，息

前期繰越収支 差額

収入合計 ω

2 支出の部

科 目

意 項

講習講演会費

研究懇談会費

事 地区、支部運営 費

会報発行費

連合会会報費

業 広 報 費

連 合 会 資

会員増強推進 費

費 行 事 費

通 信 費

印刷l製本 費

事 業 費 計

給 料 手 当

退職給与引当金繰入

退 職 金

福利厚生費

役 員 会 費

管 委 員 会 費

旅費交通貨

消 耗 品 費

事務用 g】費

水道光熱費

賃 借 料
理

家 賃

支払手数料

電算購入繰 入

備 品 麟 入費

慶 弔 費

費 渉 外 費

図 書 費

雑 費

諸 税 ノA、A 課

管 理 費 計

事業費・管理費計

車両 費

~fi:瓦ー金一
予 備 費

支出合計 (B)

次期(繰c=越A収-支B差)額

予算額

24，641，400 

269，000 

2，494，000 

590，000 

1，254，383 

29，248，783 

予算額

1，568，000 

355，000 

770，000 

4，292，000 

1，872，000 

332，000 

400，000 

316，000 

3，000，000 

550，000 

300，000 

13，755，000 

9，500，000 

207，500 

110，000 

250，000 

200，000 

450，000 

380，000 。
250，000 

1，032，000 。
450，000 

500，000 

60，000 

100，000 

350，000 

50，000 

100，000 

50，000 

14，039，500 

27，794，500 

卜1，誌は

334，283 

29，248，783 

(単位円) ムは滅を示す

決 算 額 差 異 摘 要

239528..64060 1 日 68

31 4 9，4 6 1 
I 期末会預金員数(基(本2，6金621土)

)手リ，層、

2，365，635 「ι128，365 大型保障謝金等

1，123，986 533，986 簿記講座等
トーー

1 60，4 2 5 1 60，4 25 普通預金利息

1，254，383 。
29，1 75，490 '" 7 3，2 9 3 

決 算 額 差 異 摘 要

1，633，743 65目743 各樋税法説明会、簿記講座等

313，900 '" 4 1，1 00 税務慰談会費等

1，463，400 633，400 地区、支部運営活動費

1，849，190 '" 2，442，810 会報発行費用

1，751，320 
A 12909，.66810 0 

「法人の税務 J発送料

431，610 「広告料、野立看板地代

601，000 201，000 全法違、東法違、一法違等の会費

89，500 '" 226，500 会員勧奨費用

2，478，320 521，680 通常総会費用各部会の行事等

404，335 '" 145，665 行事等案内通信費用

50，800 '" 249，200 封筒等

11，007，118 '" 2，747，882 

6，879，524 '" 2，620，476 職員給与並びKパートタイ 7 支出。ι207，500 

3，105，000 3，105，000 職員退職金

77，462 ，c，為 32，538 雇用保険料、勤労者互助会会費等

432，170 182，170 定例理事会等

212，150 12，150 各委員会の会議費用

461，340 11，340 役職員交通費。'" 380，000 事務用品費K科目変更

505，683 505，683 事務消耗品等

183，289 '" 66，711 事務所、カヌ、電灯並びK共益費

430，000 '" 602，000 事務所賃借料

602，000 602，000 事務所家賃(科目変更)

517，715 67，715 ニ井ファイナンス委託手数料

500，000 。電算購入積立金。，c，注 60，000 

136，630 36，630 会員関係慶弔費

334，5¥ 1 '" 15，489 各種団体祝金等

110，000 60，000 税務関係新聞購続料

6，833 4さ注 93，167 送金料等

60，100 10，100 自動車税等

14，554，407 514，907 

25，561，525 '" 2，232，975 

3，422 '" 116，578 ガソリン代

1，000，000 。
。 334，283 

26，564，947 '" 2，683，836 

2，610，543 2，610，543 
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E 正味財産増減計算の部

1.増加の部

科 目 決 算 額 摘 要

会館積立通知預金富士 BK 1，000，000 

電算購入積立預金 500，000 

退職給与引当金の取崩益 2，880，000 

通 知 定期預金 2，000，000 

前期繰越増減差額金 3，386，349 司.
増加額合計 (D) 9，766，349 

2. 減少の部合計

手ヰ 目 決 算 額 摘 要

会館積立引当金繰入額 1.000，000 

退職給与引当積立金 2，880，000 

電算購入引当金繰入額 500，000 

車 輔 856，600 

減少額合計(E) 5，236，600 

司.
次期繰越増減額 (F)

4，529，749 
(F=D-E) 

剰余金合計 (G) 7，140，292 
(G=C+F) 

- 6 



貸 借 対 日召 表

昭和61年3月31日現在

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産 流 動 負 債

(1) 現 金 110，505 (1) 予貢 り 王:@、:、 81.755 
一一一一

:2) 当 時預金 217，265 流動負債計 81，755 

(3) 普通預金 2，264，528 

{11 国 債 100，000 2. 回 定 負 債-
(5~ 通 知預金 1.000，000 (1)会館積立引当金 2，000，000 

(6) 定 期預 金 1.000，000 (2) 退職給与引当金 O 
一一 一 一 一 一 一 一 一 一

流動資産計 4，692，298 :3) 電算購入引当金 1，000，000 

固定負債計 3，000，000 

2. 間 XE ー， 資 産 負債の部合計 3，081.755 

(1) 有形固定資産

什器備 口仁1口 2，094，800 3. 正 味 財 産

有形固定資産計 2，094，ROO (1) 基 本 金 5，000，000 

(2) 其の他の固定資産 (2) 罪判 余 戸""、e 

電話加入 権 86，949 次期繰越収支差額 2，610，543 

- 保 証 金 348，000 次期繰越増減差額 4，529，749 

其の他の固定資産計 434，949 剰 余 金 i言341 7，140，292 

(3) 基本財産定期預金 5，000，000 

(4) 会館積立国債 1.000，000 正 味 資 産 計 1 2，1 40，292 

庁 通知預金 1.000，000 

{5~ 電算購入積立通知 1.000，000 

固定資産 計 10，529，749 

資産の部合計 15，222，047 負債及正味資産合計 15，222，047 

- 7 
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財 産 目 録

科 目 額

昭和61年3月31日現在

摘 要 金

資産の部

現 金

当座預金!横浜銀行町田支庖 34，431

一井銀行町田 支 庖

協和銀行成瀬 支 店

普通預金|横浜銀行町田支庖

富士銀行町田 支 庖

八千代信用金庫 町田支庖

債|
定期預金!

国債|
(会館積立引当金)I 

通知預金|

(電算購入引当金)

国

一井銀行町田 支 庖 i
住友銀行町田 支 庖

菱銀行町田 支庖

安田信託銀行町田支庄

東京都民銀行玉川学園支庖

東都信用組合 原町田支庖 | 

八千代信用金庫南町田支庖

国際証券町田支庖

横浜銀行町田支j苫(基本金)

富士銀行町田支庖( fI ) 

八千代信用金庫町田支庖(fI ) 

太陽神戸銀行町田支庖

野村証券鞠 町田支庖他9社

富士銀行町田支庖

八千代信用金庫 町田支庖

八千代信用金庫 町田支庖

安田信託銀行町田支庖

ー和銀行町田支庖

91，478 

91.356 

368，557 

332，952 

247，982 

338，699 

16刷 3I 
86，403 

74，102 

67，928 

480，961 

105，941 

2，000，000 

1，000，000 

2，000，000 

1，000，000 

1.000，000 

1，000，000 

500，000 

500，000 

110，505 

217，265 

司.

2，264，528 

100，000 

司・

6，000，000 

向

Unu 
nu ，
 

A
U
 

A
U
 

A
U
 

q
4
 

1.000，000 

500，000 

500，000 
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科 目 摘 要 金 額

保 証 事務所保証金 348，000 

什 器 備 会旗(社団法人町団法人会) 壱 旗

複写機(キャノン) 壱 4E二コ、

複写機(1)コー) 壱 L口ょ、

|冷暖房機(東芝) 壱 器

- 冷暖房機(三洋) '三巴三= 器

宛名印刷機 壱 機

タイプライタ一(、ンルノイーリード) 壱 4口A、

空気清爽機 壱 機

ホワイ卜ボード 壱 枚

掃除機 壱 機 2，094，800 

電話加入権 86，949 

資 産 の 部 i口L (A) 15，222，04.7 

負債の部

子貢 り 金 源泉所得税 68，000 

雇用保険料 13，755 

負 債 の 部 i口L ( B) 81.755 

引当金の部- 会館積立引当金 2，000，000 

退職手当引当金

電算購入引当金 1，000，000 

引当金の部合計 ( C) 3，000，000 

差 ヲ| 正 味 財 産 12，140，292 

- 9一
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以上の通り報告致します。

昭和61年4月17日

社団法人町田法人会

会長三橋忠正

以上の決算書類を監査したところ、適正かっ正確で、あることを認め報告します。

昭和61年4月17日

監事岩 沢 正 義⑮

監事加 藤 d申じ，、 男@
監事村 田 j青⑮

第 3号議案 昭和61年度事業計画(案)承認の件 司.
昭和61年度 事 業 計 画

事業計画の大綱Kついては、 「良き経営者たらんとするものの団体 Jとして

の姿勢を基本K本年度は次の諸点 K重点をなく O

I 重点事項

1. 会員増強と加入率の向上

多年にわたる努力の結果、会員数及び加入率は相当高い水準K達してい

るO しかし、地域的事情Kよる会員移動が激しい現状Kあるので、会員増

強は会活動の目的達成Kは必要不可欠念要件である ζ とを認識し、本年度

も引き続き加入率の維持向上K努める O

2. 組織の充実強化 ・
支部組織の強化等 tてより地区会の活動基盤が整備されたが、念 b一層の

充実を図るため、各季員会組織の活発念活用と、これに連動した地臥会との

結びつきを強固Kし、組織活動が十分発揮できるよう配意する O

3. 事業活動の拡大

本年度Kないては、効果的念事業活動を実施するため季員会と地区会、

部会との緊密念連携のもとに主体事業を拡大し、会員企業の経営K役立つ、

キメ細かい事業の実施K努める O

A
U
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H 事業計画

1. 組織の強化

(1) 会員増強の積極的推進と加入率の維持

(2) 各種委員会の機能の強化

(3) 本部並びK地区組織の強化

2. 税制関係

(1) 税措1Jvc::関する調査研究

(2) 税制改正要望大会K対する積極的協力

(3) 政府、国会K対する要望

3. 税務行政関係

(1) 会員の質的向上

(2) 税務行政K対する要望意見の具申

(3) 税務当局との研修会、懇談会の開催

(4) 青色申告制度の普及

(5) 納税協力団体との協調連携

(6) その他税務行政K関する事項

4. 税務 K関する研究、指導

(1) 税法並びK取扱い通達の研究指導

(2) 経営、経理の自主点検の普及並びに申告水準向上のための指導

(3) 源泉徴収事務の適正化 K関する指導

(4) 小規模法人K対する記帳指導の推進

(5) 既存ブロック制の共催事業の活用

(6) その他税務K関する事項

5. 講習会、説明会関係

(1) 税法、簿記、会計、経営K関する講習会の開催

(2) 各種説明会の開催

(イ) 改正法令等の説明会

-11一
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(ロ) 年末調整事務等K関する説明会

付 源泉徴収事務等K関する説明会

判決算書、申告書作成K関する説明会

制その 他税務 K関する説明会

6. 広報、出版関係

(1) 法人会報の発行、会員名簿発行の準備

(2) 法人会ニュースの発行

(3) 各種資料の収集並びK頒布

(4) 参考書、説明会用のテキストの取次

(5) 改正税法並びK取扱い通達等の速報

(6) 法人の税務の配付

(7) その他広報 K関する事項

7. 福利、厚生関係

(1) 大型保障制度並びK退職共済制度等の普及及び加入推進

(2) 会員の健康管理のため、人間ドァク及びがん保険制度の普及並びK利

用促進

8. その他

(1) 会館建設資金の積立

(2) 電算化 K伴左う調査研修

(3) 弁護士Kよる法律説明会

(4) 法律・経営Kついての相談

(5) 会員章の発行

- 12一
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第4号議案 昭和61年度収支予算(案)承認の件

昭和61年度収支 予 算 書

自昭和61年 4月1日~至昭和62年 3月31日

l 収入の部 (単位円)ムは滅を示す

科 目 昭和 61年度 前年度

款 項 予算額 予算額
増 減 機 要

会費収入

224，，542070040...8000000 0 0 

24，64 1，400 '" 1 6 6，6 0 0 
一一一一一一

基広財産運用収人入 269，000 
ム 669.，0O0000 

基本財産定期預金利息
一一一一一 一一- ー』←一 ーー

補助金収 2，4 9 4，0 0 0 i'. i:t連、東法違大型保障裁金等
一ーー←一一一 一 ー 一一---一一一ー

雑1に， 収 入
600，000 590，000 10，000 簿記講座等

一ーー一一→ー一 一ー 一一一一一一ー一
取利息 1 00，000 100，000 普通頒金利息

1，254，383 
トー一一一一一

前期繰越収支差額 2，610，543 1，356，160 
一一一一

収入合計 (A) 30，485，343 29，248，783 1，236，560 

2 支出の部

科 目 昭和61年度 前 年 度

款 4員 予算額 予算額 増 滅 指 要

432，000 
税税務法説慰明談会会、費等簿記講習会等

45，000 

事 1，230，000 地区支部、事業費

'" 1 ，6 5 2，0 0 0 会報、法人会ιユース印刷並びK郵送料

業
d. 1，178，000 「法人の税務」購入費

218目。。。 野立看iIi地代、広告科等

100，000 東法違、ニ法違会費等

費 '" 1 1 6，000 増強月間違動諸費用

。通常総会、青年部会、婦人部会費用等

電話料、行事等案内通信費用1，405，000 

「日一日l点本 会 300，000 350，000 封筒、会員章作成費用等650目000

事 業 銀 員十 1 4，589，000 1 3，755，000 834，000 

給 料 手 当 9，000，000 9，500，000 
4A 520070 •• 50000 0 

戦員給与並びK:/{'-トタイ7 支出

退職給与引当金繰入 。 207，500 

。退 職 金 。
福利厚生費 100，000 

トー--_.
眉用保険、勤労者互助会等1 10，000 .co‘ 10，000 

管
250，000 200，000 定例理事会等費用

トー
200，000 50，000 各委員会、会議費用

50，000 役軍量員交通費

一1 一 380，000 '" 2 8 0.0 0 0 衛生費等

。 400.000 事務消耗品、その他消耗品

ト一一 250.000 。卜Z塑" tjス、理
1，032.000 '" 1，032，000 自変更

1，032，000 ーゲ家賃
450，000 1 50.000 ファイナンス委託手数料

510000.，0O000 0 
500.000 。電算購入積立金

40.000 ガス温風機、冷蔵庫、写真機

費 1 00.000 

3印l65o50刷Ma0951330o00000 o 0 0 

一一一。会員供花代他
一ー一一一一一一一一一ー トーー

350.000 。関連団体、対外的慶弔
トー一 一←ー トーーーー

税務関係凶事購入費用1 00.000 50.000 

10.000 '" 90.000 

1 0 0.0 0 0 印紙代50.000 50.000 

管 理 費 五十 1 3.942.000 14，039.500 .co匙 97，500 

事業費・管理費計 28.531，000 27.794.500 736.500 

車 両 費 。 1 20，000 .co‘ 1 20.000 

会予 館積備立金費
1，000，000 1，000.000 。会館建設機立金

954，3 4 3 334，283 620.060 

支出合計 (B) 30.485.343 29，248，783 1.236.560 

次期繰越収支差額 。 。
( C=A-ll) 
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会員増強功労者昭和60年度

簿者名彰表

司.

保

雄

雄

男

守

雄

潤

夫

雄

昭

直

郎

洋

政

栄

丸

雄

牌

江

雄

伸

子

次

利

正

貞

正

信

敏

晴

繁

在

英

明

武

敏

徳

田

田

部

川

藤

中

山

村

辻

島

峰

尾

村

水

木

島

木

浦

所

藤

田

内

ケ

越

青

中

八

杉

田

佐

音

山

川

村

阿

石

佐

田

松

岩

尾

中

小

高

堤

上

(敬称略)
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丸中興産株式会社
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新済美電気株式会社
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アップル商事株式会社

東海住建株式会社
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株式会社 内藤電誠町田製作所

愛洋商事株式会社

株式会社マルサ園芸

株式会社相武冷凍センター

株式会社

株式会社ア イ

株 式 会 社 電 巧 舎

なかじま商事株式会社

有限会社小峰テニスクラブ

高尾建設株式会社
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社
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'" 
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マ

正
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介

男

太

克

恵

猪

忠

国

弘

正

収

昭

史

隆

健

公

義

平

朗

幸

次

福

徳

実

隆

司

久

継

司

芳

夫

量

茂

政

昌

藤

関

川

下

口

田

山

上

里

林

田

波

下

瀬

生

木

木

萩

小

井

中

若

前

岩

八
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加

古
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藤
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朝

小
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老

田

木

山

川

見

山

阪

尾

沼

有限会社クラウン興業

萩生 田産業株式会社

株式 会社三 和

ケー ユー商事株 式会社

株式会社中里ハウジング

有限 会社若林 工 務 庖

有限会社前 田

岩波建設株式会社

有限 会社丸孝 家 具 庖

株式 会社カイセ工業

有限会社林 商 庖

ワタヤ商事株式会社

有限会社古関商庖

相模工機株式会社

有 限会社ハッピース ト ア 一

株式会社総 合 図

有限会社露 木 商

株式会社高 山 商

株式会社マ ル カ ワ

株式会社朝見 工 務 庖

有限会社丸政商百

千 歳モータース 有限会社

株式会社タ カ オ

株式会社町田中央建設

童
日
庖
庖
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和
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「 部会だより

〔青年部会〕

第七固定期総会開催される

青年部部会長金子仙太郎

青年部会第七固定期総会は、去る 5月9日定刻

午後 6時より町田商工会館二階会議室に於て、署

より野坂統括官、会津指導官、親会から石井副会

長ほか理事2名の出席のもと 、多数部会員の参加

を得て加藤副部会長の司会により開催されました。

まず、始めに金子部会長挨拶の後、青年部会杉

浦相談役が議長に選任され議事に移りました。

議事のなかで部会の重要行事である昭和60年度

の事業報告では、数々の事業の中から昨年11月8

日に行なわれた第 6回経営問題セミナーが好評で

66名の参加を得たこと、ついで本年 2月14日に大

蔵省印刷局への見学。

これは一般的にはなかなか機会のない事で参加

者一同 と大変いい経験をしましたとと声があ った

等、活発な部会活動の報告がされ、その後の議事

については、順調に審議承認されました。

なお、今年度事業は、 昨年以上にきめこまかい

有意義な部会活動にしていくとともに会員増強に

努め会の充実を図る計画です。

p 一日青年部一一----------

『アッ大変だ.ノ交通事故グ』

講演会のおしらせ

演 題・…・…・経営者のための交通事故対策。

講 師………加茂隆康氏(東京第一弁護士

会所属)

日 時 -…一一7月18日働午後 6時より

主催町田法人会青年部

協賛 間税協力会青年部

会場:町田市民ホール第 4会議室

〔参加無料〕

※当日質問等もお受けいたします。

「

D

増やそう法人会員



「 部会だより

〔婦人部会〕

第五固定時総会開催される

婦人部会では、第 5固定時総会が、 6月12日(木)

午後 l時30分、初夏の候を想わせる陽気の中町田

税務署会議室において、署より野坂統括官、会津

指導官、親会より、鈴木副会長らの来賓のもとに、

約30数名の部会員の出席により開催されました。

役員の三沢さんの司会により、中島副部会長の

開会のことば、堤部会長の挨拶、次いで議長が選

出され、議事に入りました。

議事は、スムーズに進み、今年度も、充実した

部会活動にしていきたいということで満場一致の

婦人部部会長 堤 敏子

承認をいただき、滞りなく終わりました。

続いて、来賓紹介の後、鈴木副会長、野坂統括

官より熱のこもった、指導支援のお言葉をいただ

き、役員の松山さんの閉会のことばで終了致しま

した。

その後、場所を同じくして、懇親会が、聞かれ

河野上席調査官による、見事なマジツクショーや

ビンゴゲームなどで楽しく、和やかなうちに幕を

閉じました。

- 16 -



「 部会だより

〔婦人部研修会〕

期排教室開催する
婦人部会堤

3月25日、婦人部会の60年度最後の研修会を第

一生命ホールをお借りして行いました。

今回は間税協力会の婦人部との初めての共催で

各地区会、源泉部会よりの応援を得て60名をこえ

る参加者でした。

会長の応援もいただき心強く開会、コーヒー教

室の斉藤先生の流暢な早口で始まりました。

それは前座で¥コ ーヒーの産地、見分け方、保

存の仕方、たて方の勉強をしました。実際にたて

てみて賞昧し、和やかなうちに終了いたしました。

敏子

初めての共催の行事でしたが、大勢の方々が参

加し友好の輪をひろげることが出来てよかったと

思いました。そしてまた、 何かの機会を持ちたい

と考えております。

尚、 4月21日にアートコーヒーより初級講座終

了証書が送られてきました。

弓

t
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81議正義}芸誌)ポイント
~これだけは、知っておこう~町田税務署より

回繰越欠損金の直近一年分は、控除が停止

青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越

控除制度について、欠損金の繰越控除をする事業

年度の開始の目前 1年以内に開始した事業年度に

おいて生じた欠損金額については控除を停止する

〔設例〕

特例が設けられ、昭和61年4月1日から昭和63年

3月31日までの聞に終了する事業年度について適

用することとされました。

年 ケ ス I ケー ス E ケ ス E 

所得金額 控除額 所得金額 控除額 所得金額 控除額

度 又は欠損 文は欠損 又は欠損
金額 改正前 改正後 金額 改正前 改正後 金額 改正前 改正後

56 100 ム 80 100 

57 100 ム 40 100 

58 100 ム 10 100 

59 ム 80 20 20 20 100 

60 ム 60 30 30 30 ム 100

61 100 100 80 50 50 50 20 20 

62 100 40 60 50 30 30 30 30 30 

63 100 50 30 30 30 

64 100 50 30 20 30 

65 100 50 30 10 

(注)所得金額=繰越欠損金控除前の所得金額

司.

司.

固特定資産の買換えの圧縮限度額が、 2割縮減

(1)譲渡益の課税の繰延額が2割縮減され、圧

縮基礎取得価額に差益割合を乗じた額の80%

相当額を圧縮限度額とすることとされました。

(昭和61年4月1日以後の譲渡から適用)

(2) 課税の特例の適用対象に、次の買換え等が

追加されました。

イ、湖沼水質保全特別措置法の湖沼特定施設

等の移転に伴う指定地域の内から一定の地

域への買換え等。

‘ 

ロ、半島振興法の半輿振興対策実施地域の外

から内への買換等。

ハ、既成市街地等内の高度利用地区のうち市

街地再開発事業の施行地域の外から内への

買換え等。

(3) 特定整備区域内の木造賃貸住宅等に係る買

換えの特例について、買換取得資産(中高層

貸家住宅)に係る要件が整備されました。

〔設例〕帳簿価額 1，000万円の資産を 1億円で

。白



譲渡し、 1億円で買換資産を取得した場合。

(譲渡経費は、ない)

I，0∞万円
0差益割合は、 1- (-'-' ~V~:.~ " ==0.9 

1億円

0圧縮限度額は

(1億円XO.9) X生互=7，200万円

。課税所得は、 仁改正点

譲渡益 9，000万円一圧縮損7，200万円

= 1，800万円

O買換資産の簿価は、 2，800万円

園欠損金の繰戻しによる還付の不適用措置の改正

-

(1)昭和59年度改正による、欠損金の繰戻しに

よる還付の停止措置が今回さらに 2年延長さ

れました。

(2) ただし、最近の急激かっ大幅な円高の影響

を受けている中小企業に対し経営安定のため

特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法の

認定特定中ノト企業について、この繰戻し還付

の不適用措置の適用を除外することにより、

法人税法の繰戻し還付(繰戻し期間 1年)を

適用することとされました。

同法に基づいて都道府県知事の認定を受け

た特定中小企業者に限って、欠損金の繰戻し

による還付の停止措置を適用せず、欠損金の

繰戻しによる還付を認めることとされました。

適用時期一一昭和61年4月1日以後に終了

する事業年度から適用。

団法人税率の特例の適用期限の延長

法人税率の上積み特例が、昭和62年3月31日までに終了する事業年度まで 1年延長されました。

rnエネルギー基盤高度化設備投資促進税制の創設

エネルギー基盤の高度化に資するため 2年間限

りの措置としてエネルギー基盤高度化設備投資促

進税制が、創設されました。

青色申告法人が、昭和61年4月1日から昭和63

年3月31日までの期間内にエネルギ一基盤高度化

設備を取得し又は制作し若しくは建設し、これを

取得等の日から 1年以内に国内において事業の用

に供した場合には、一定の要件の下で、次の特別

償却、又は特別税額控除の選択適用ができる。

-圏中小企業新技術体投資促進税制の拡充

この制度は、昭和59年度の改正により創設され

たもので、青色申告書を提出する中小企業者等が、

一定の電子機器利用設備(いわゆるメカトロニク

ス機器)を取得して事業の用に供した場合には、

一定の要件の下に、取得価額の30%の特別償却、

(輸入機器は36%) 、又は取得価額の 7% (輸入

機器は、 8.4%) の特別税額控除との選択適用を

認めるというをのですが、最近の中小企業者の実

態及び国際経済情勢からみて我が国の輸入を促進

することが緊急であること等から、適用期限を 2

年延長するとともに、輸入機器については、特別

特別償却限度額は一一設備の取得価額の30%

(輸入機器は36%)

特別税額の

控除限度額は一一設備の取得価額の 7%

(輸入機器は8.4%)

※ なお、この税額控除限度額が、当期の法人

税額の20%相当額を超えるときは、税額控除

できる額は、当期の法人税額の20%相当額を

限度とすることとされています。

償却率又は税額控除率を 2割増しとする措置が講

ピられました。

対象設備一一31機種追加し、逆に 7機種除外

適用時期一一昭和61年4月1日以後に取得等

又は賃借をして事業の用に供す

るものから適用

※ なお、リース資産については、これを使用

する中小企業者等に対してリース料の60%相

当額について 7%の特別税額控除が認められ

ています。
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開始する事業年度から廃止され

ます。

回価格変動準備金の廃止

価格変動準備金の制度が期限の到来に伴い廃止

されました。

適用時期一一昭和61年4月1日以後に最初に

(移転価格税制)が創設されました。

適用時期一一昭和61年4月1日以後に開始す

る事業年度について適用される。

団圏外関連者との取引に係る課税の特例

法人がその国外関連者と行う取引の価格が独立

企業間価格と異なることにより当該法人の所得が

減少する場合には、その取引が独立企業間価格で

行われたものとして所得の金額を計算する制度

• 
ョー=訴さ~----------------------------..--=ー~恒三~-----------------------------------------=ー~ぞ'"与さ==------------------=ー=ー=----~ー=ー=ェー=ー'"ー=ー=ー=ー'"ー=-----~ー~

法
人
税
調
査
官
が
署

内
に
勢
揃
い
の
と
き

6
月
刊
日
、
大
蔵
省
幹
部
、
国
税
局
長
ら
の
人
事
異

動
の
発
令
が
あ
っ
た
。

7
月
に
入
る
と
税
務
署
長
、
一

般
職
員
の
発
令
が
あ
る
が
、
そ
れ
を
前
に
し
て
い
ま
税

務
署
で
は
、

H

調
査
休
止
H

で
あ
る
。

全
国
の
税
務
署
で
は

6
月
に
入
っ
て
実
地
調
査
を
少

し
ず
つ
減
ら
し
、
署
内
で
は

H

ジ
ユ
ウ
シ
ン
(
重
審
)

H

が
は
ピ
ま
っ
て
い
た
。

そ
れ
が
叩
日
に
国
税
局
長
、
局
部
長
の
発
令
が
あ
っ

て
イ
ッ
キ
に

H

人
事
ム

l
ド
H

に
入
り
、

6
月
中
旬
か

ら
実
地
調
査
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
る
。
こ
れ
は

H

人
事

ム
l
ド
H

と
同
時
に

6
月
末
が
法
人
税
事
務
年
度
の
締

切
り
と
な
る
た
め
、

1
年
間
の
総
決
算
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
ず
そ
の
仕
事
に
取
り
か
か
れ
ば
調
査
ど
こ
ろ
で
は

か
昏
い
。

間
も
な
く
、
各
税
務
署
と
も

1
日
中
、
全
職
員
が
勢

揃
い
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
ん
な
風
景
は
こ
の

6
月
と

年
末
の
ロ
月
だ
け
で
あ
る
。

資
金
運
用
は
行
為
者

を
明
確
に
し
て
お
く

会
社
に
余
裕
資
金
が
あ
る
場
合
、
こ
れ
を
活
用
し
て

利
益
を
あ
げ
よ
う
と
考
え
る
の
は
当
然
だ
が
、
そ
の
目

司.
論
み
が
は
ず
れ
る
こ
と
も
よ
く
あ
る
。

そ
の
場
合
、
し
ば
し
ば
問
題
に
な
る
の
は
そ
の

H

行

為
H

を
し
た
の
は
誰
か
と
い
う
点
だ
。
会
社
が
短
期
的

に
行
う
資
金
運
用
に
は
株
式
投
資
、
商
品
売
買
な
ど
が

典
型
的
な
ケ

l
ス
だ
が
、
こ
う
し
た

H

投
機
H

で
利
益

が
出
れ
ば
よ
い
が
、
問
題
は
損
を
し
た
と
き
だ
。

当
局
は
、
こ
う
し
た
事
業
活
動
が
会
社
の
「
事
業
目

的
」
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
代
表
者
個
人

の
行
為
で
あ
り
、
会
社
の
損
失
と
は
認
め
な
い
ケ

l
ス

も
あ
る
。

過
去
の
税
務
訴
訟
や
審
査
事
例
を
み
て
も
、
こ
う
し

た
「
個
人
名
義
」
の
取
引
で
生
じ
た
損
失
は
、
会
社
の

損
失
と
は
み
て
い
な
い
。

そ
の
た
め
、
取
引
上
の
名
義
者
は
代
表
者
な
ど
の
個

人
で
あ
っ
て
も
取
締
役
会
な
ど
の
議
事
録
で
し
っ
か
り

残
し
て
お
き
、
会
社
と
し
て
の
取
引
で
あ
る
こ
と
を
明

確
に
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
。

ー
ー
ー
納
税
通
信
第
一
九
二
六
号
よ
り
転
載
|
|
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(法人税解説シリーズ) 町田税務署より

r一一世渡切交際費は本人への給与になる一一一吋

い吋叩機密費・接待費・旅費などの名義は間わない明吋J

A社は、取引先との交際費に充てるたl離宮はこヨ否認Lた|
…..一一一……一… 1 め、役員 5人に対して 1人当たり毎月 10

万円(1年閉め総額 600万円)を支給していたが、精算することな〈雑費勘定

に計上していた。

ところが税務調査で、この支出は、①役員報酬として源泉徴収すべきであ

る、包:個々の役員の報酬:二過大とは認められ.ないが、この 600万円の支出は、

株主総全の定めた支給限度を超えた役員報酬であるから、損金の額に算入でき

ないとの指摘を受けた。

|ゑ芝歪務主主:ち竺~ I 
法人が役員に対して機密費、接待費、

交際費、旅費などの名義で支給した金額

で、その費j主が不明であるものまたは法人の業務に関係がないと認められるも

のは、その役員に対する給与を支給したものと同様の経済的効果をもたらすも

のであるところから その役員に対する給与として取扱うこととされており

(基通 9-2ー 1Q( 9))、 事{刊のように、毎月定額によリ支給される渡切交際費辻、

報nffiとして取り扱われています(基通 9-2ー 16)。

ところで、法人がその役員に支給する報酬の額のうち、不相当に高額な部

分の金額と認められる金額:二、各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に

算入されません(法34)。

ここで、不相当に高額な部分の金額とは、法人が役員に対して支給した金額

のうち、実質的に過大な金額と形式的に過大な金額のいずれか多い金額をいい

- 21一
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ます(令69)。

事例の場合は、報酬として支給している金額に、雑費勘定に計上している600

万円を加えたところで、役員の報酬が不相当に高額かどうかの判定をすること

になります。

一方、法人が機宮・費、交際費、接待費などの名義をもって支出した金銭で費

途が明らかでないものは、損金の額に算入しないとの取扱いがあります(基通

9 -7 -20)。

従って、費途不明の交際費等は損金に算入されないのが原則ですが、事伊1]

の場合は、役員報酬という費i主であると認められたことになります。そのた

め、不相当に高額でない限り役員報酬として揖金に算入されることにな 1)ます 司

が、株主総会において決定された役員報酬の額を超えていたために、損金の額

に算入されなかったものです。

l Zと.ーとJjL.Jしさと|
① いわゆる渡切交際費のうち定額のも

のは報酬として損金となるが、過大な報

酬となる部分や臨時的な部分は損金とはならない。

② 交際費等として支出された事績が明らかになるように、きちんと精算して

おくことが得策。

~つ
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海外渡航の観光部分は賞与

共通費用は旅行日数であん分

l望髄性主ヨ礎臼ヱ A社は、ヨーロッパにある取引先と商

談を行うため、役員甲を出張させた。そ

の際、甲の永年の功績に報いるためヨーロッパの観光地巡りもさせ、甲の妻も

同伴させることとした。

旅行期間は、往復に 2日問、取引先との商談が 6日間、観光が 4日間の

計12日間の旅行であり、また、その費用は、①往復の航空運賃が 100万円②宿

泊官および商談に要した費用などの滞在関係の費用が 110万円の合計 210万円

て耕あった。

A社では、①の航空運賃のうち甲の妻分50万円を申告書別表 4に役員賞与と

して加算した。

税務調査では、この海外渡航は業務上の旅行と観光旅行とを併せ行ったもの

であり、滞在関係費用 110万円のうち、甲の妻の分および観光と認められる分

として48万円の出金算入が否認された。

な-ti否認、ずおたか 海外渡航であっても商談などのために

-・・・・・・・・・・・・・・・.................................. ~'~ -4-る刊川は当然in全となるものですが

そのillj:外il(t~I/Iしの機会を干IlJ日して飢光などの旅行も {)1: せて行うことがあり、どこ

までを償金とするかが問題となる例が多くみられます。

そこで、税務上は、損金となる海外渡航費の範囲を、①その ifl~ 外渡航がその

法人の業務上必要なものであり、かつ②j度航のために通'jif必要と認められる部

分の金制に|出ると定めています(基通 9-7-6)。

- 23一
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業務上必要な海外渡航とは、その旅行の目的、旅行先、旅行経路、旅行期間

などを総合勘案して実質的に判定することとされていますが、次に掲げるよう

な旅行は、原則として業務上必要なものとは認められません(基通 9-7-7)。

(1) 観光渡航の許可を得て行う旅行。

(2) 一般の旅行会社などが行う団体旅行に応募してする旅行。

(3) 同業者団体などが主催して行う団体旅行で主として観光目的と認められる

もの。

海外渡航が業務を目的ょした旅行と観光旅行とを併せて行うこととしたとき

には、その海外渡航に要した費用を業務上必要な旅行と観光などの旅行とに区 ・
分計算する必要があります。区分計算に当たっては、そのどちらにも共通する

部分はそれぞれの旅行期聞の比率によってあん分します。

なお、この場合でもその海外渡航のおおむね全期聞が商談であり、その機会

に観光を併せて行うものであるときは、往復の旅費(取引先の所在地などその

業務を遂行する場所までのものに限る)については、全額を旅費として損金に

算入できます(基通 9-7-9)。

法人の役員が、業務上必要と認められる海外渡航の際、妻などを同伴者とし、

その旅費をも法人が負担したときは、その同伴者の旅費は損金の額に算入され

ず役員賞与として取り扱われます。

ただし、役員が身体障害者であり、渡航中市時同伴者による補佐を必要とす

る場合など、明らかにその海外渡航の目的を達成するために同伴が必要なとき 司

は、同伴者の旅費も損金の額に算入することができます(基通 9-7-8)。

以上の海外渡航貨の取扱いを、この事例の場合に当てはめてみますと、次ペ

ージの表の通りとなります。

Y ドパ イ ス|①観 光 目 的 で 交 付 さ れ た 旅 券 で は 、 業

・……・・……・・日....・-| 務上必要な旅行とは認められないことが

多いので、できる|浪り業務波航の目的の旅券をとる。
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② 海外渡航を行った場合には、業務上必要かどうかをチェックされることが

多いので、資料、記録などは大切に保存する。

渡航経路

日 平呈

(12日間)

A社の場合の取扱い

東京→ロンドン→川リ→ローマ→アムステルダム→東京

往復の日数 2日間:東京→ロンドン(1日)、アムステルダム→東

京(1日)

商談の" 6日間:ロンドン(6日間)

観光の 4日間:パリ(2日)ローマ(1日)アムステルダム

( 1日)

(1)往復の航空運賃など 100万円

[A社の経理処理]。海外渡航費50万円 。役員賞与50万円

往復の航空運賃などの 100万円のうち、 50万円については甲の妻

分であるため、申告書別表 4に加算した。

[税務上の判定]

~ A社の経理処理を是認

役員の海外渡航の主要な部分が取引先との商談であり、業務の遂

行のためのものと判定されたため、 A社の処理が認められた。

l宿泊関係費用 40万円
(2)滞在関係費用|

{商談 " 50万円
110万円 i観光 " 20万円

費 用 I [A社の経理処理]

(210万円) I ~ 海外渡航費 110万円

[税務上の判定]
/宿泊関係費用40万円X72'X%=

O 旅費と認められたもの62万円 I12万円

¥商談関係費用50万円

O 役員賞与48万円…滞在関係費用 110万円一海外渡航費62万円=

48万円

宿泊関係費用40万円のうち、業務上必要と認められる費用は、そ

の役員分20万円 (40万円X72')に商談のために要する日数の占め

る割合(%)が海外渡航費として認められた。

また、商談関係費用50万円は、業務上に必要なものであるため損

金と認められるが、観光関係費用20万円は業務上必要なものでは

ないため、役員賞与となり損金に認められない。

-25 
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~亘互主主
3月19日の東法違第 2回商法改正問題小委員会 (委員長・鈴木利次氏)は、法務省民事

局付検事 ・大釜禎男氏か ら、商法改正の趣旨等についてお話 しをお聞きし、いろいろと質

疑応答がなされた。これはその概要である。(文責・東法連事務局)

〈講 話〉

〔現行法〕

有限会社 資本の総額が10万円未満であって

はな らな い。

株式会社一一一特に規定はない (ただし設立時、

l株 5万円×発起人 7名=35万円を要する。)

商法における株式会社は、そも そも多数の者か

ら出資を募り、大資本を形成し、大規模な事業を

展開することを想定している。 しか し、現実には、

商法で考えられた株式会社の形態からは程遠い株

式会社が多数存在し、今日に至っている。

また、有限会社は、本来、大会社を想定 した商

法における株式会社に比較 して、小規模な会社に

相応しい企業形態と して選択されることが想定さ

れている。昭和26年に資本の総額の最低限の定め

がそれまでの 1万円から 10万円に引 き上げ られて

いるが、長い年月を経過してこの最低資本金額は

実態にあわなくな ってしまっている。

〔改正試案の方向〕

有限会社 500万円程度

株式会社 2，000万円程度

株式会社のような有限責任の会社にあ っては、

会社債権者への弁済の担保は会社の資産のみに限

られ、会社の取締役等は基本的には責任を負わな

い。商法で考える会社らしい会社には、それなり

の財産的基盤が必要であり、それにはある程度の

最低資本金をも ったうえで事業活動を展開すべき

である。先に法務省民事局参事官室公表の「問題

点、」において、株式会社 2，000万円程度、有限会

社 1，000万円程度とする線ではどうかとい うこと

で関係諸国体に意見照会を行ったところである。

- 26 

参考例として、昭和59年、韓国の会社法に最低

資本金制度が導入され、株式会社で 5，000万ウォ

ン、有限会社では 1，000万ウォン(当時の為替相

場で 1ウォン=約30銭、株式会社=約 1，500万円、

有限会社=約 300万円)と なった。わが国におい

てもこれをあまり高い額にすると、経済の活性化

を損な う恐れがある ことや、現実の実現可能性と

いうことも考慮し なけ ればならなしミ。先の意見照

会に対する各団体からの回答等を総合 ・勘案して

現段階においては、資本金の最低額は、 有限会社

500万円程度、株式会社2，000万円程度ではどうか

と考えている。 しかし 、この金額は最終的に決ま

ったものではない。

今回の最低資本金制度の導入について、 新設法

人についてはさし て問題にならないと思われるが、

既存会社についてはいろいろと問題となろう 。既

存会社の最低資本金については現行どうりでもよ

いのではないかと する意見も あるが、それは制度

として相応し くないばかりか、 会社売買が盛んに

行われるなどして不適切な現象を生むことが予想

されるため、既存会社についても同額の資本金と

する考えである。 しかし、法改正とともにこれを

直ちに満たせというのは困難なことであ り、最低

資本金を充足するための措置として 3-10年の聞

で適当な猶予期間を設け、この間に徐々に資本金

額を増額して最低資本金額に到達 しでもらうこと

を考えることになろう 。

なお、この経過措置期間中に各々の最低資本金

に到達できなかった会社については、組織変更の

手続きを要するものとするなどの手当てが検討 さ

れている。



一一一一一一一一一一一一一・商法・有限会社法改正試案について

〔現行法〕

商法 254条ノ 2には取締役の欠格事由 として次

の4つが定めら れており、監査役にもこれが準用

されている。

① 禁治産者ま たは準禁治産者

②破 産の宣告を受けて復権していない者

③ 商法、商法特例法、有限会社法に定められた

罪によ って刑に処せられ、執行 を終わった 日ま

たは執行を受ける ことがなくな った日から 2年

を経過しない者

④ 商法等以外の罪 (一般的な罪)によって、禁

回以上の刑に処せられてその執行を終わるまで、

または執行を受け ることがなくなるに至るまで

の者

〔改正試案の方向〕

監査役は、取締役の直系親族、配偶者その他取

締役と生計をーにする者であ ってはならない。

今回の論議は、現行法における 4つの欠格事由

に関わるものでなく 、全く別な観点か ら一定の制

約を監査役に設定 しようというものである。監査

役は業務執行機関である取締役とは別の機関であ

り、これを監督す る、いいかえれば会社の適正な

運営をチェ ックする という第三者的な機能を期待

されてい る。 しかし、実際にはこれが形骸化して

いる場合が非常に多い。卑近な例でいえば、 一家

の主人が代表取締役で、妻や子が監査役であ った

りする。このよう に監査役が取締役と親密な関係

にある者では、監査の適正が期待できないのでは

ないか。このよ うな問題意識から監査役について

一定の資格制限を設けではどうかということが考

えられているのである。

〔現行法〕

株式会社一一貸借対照表を日刊新閉または官報

によ って公告す ることを要する。さらに商法特例

法第 2条に該当す る会社 (資本金 5億円以上また

は、負債総額 200億円以上)は、これに損益計算

書も合わせて公告することを要す る。

有限会社一一特に規定はない。

この規定は形骸化が著しく 現実にこれを履行し

ている会社は、上場会社等ごく一部の会社に限ら

れている。

〔改正試案の方向〕

株式会社一一貸借対照表および損益計算書の登

記所への提出を要する。登記所ではこれらの書類

を一般に公開する。

有限会社一一貸借対照表のみ登記所への提出を

要する。なお、資本金 l億円以上または負債総額

10億円以上の会社は、 合わせて損益計算書の提出

も要する。登記所ではこれらの書類を株式会社と

同様に公開する。

現状において計算書類の公告が甚しく形骸化 し

ているが、規模の小さい会社については現行法に

おける公告を要求する実体上の必要がないとい う

ことも考えられる。それなら商法特例第 2条以外

の会社はこれをしなくともよいことにしようとい

うひとつの考え方もある。 しかし、それでは特例

法第 2条以外の会社の決算書類公開の途を塞いで

しまい、 一般の目に触れることが全くなくなって

しまう 。債権者保護の見地から問題があろう 。

そこで代わ って考え出されたのが登記所におけ

る公開 ということである。有限会社についても同

様の見地から、新たに公聞を求めることになろう 。

しかしながら、ただちに これを全面的に採り 入

れるためには、行政および会社側双方の受入れ体

制の整備等を検討しなければならず、現在登記所

で進めている不動産関係の登記のコンピューター

化の進捗状況などをにらみながら 、会社規模によ

る経過措置を設けるなどしてはどうかということ

も考えられている。

〔現行法〕

株式会社一一商法特例法第 2条の該当会社 (資

- 27一
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本金5億円以上、または負債総額 200億円以上)

は会計監査人(公認会計士または監査法人)の監

査を要する。

有限会社一一特に規定はない。

もともと商法は、会社の計算のチェックは監査

役がこれを行うこととしているが、理想、どうりに

いっていないのが実態である。これも極めて形骸

化が著しい。そのため会社の計算の適正・明確化

の担保を監査役以外の別の者に期待せざるを得な

いだろうという考えがでてくる。昭和49年の商法

改正で資本金5億円以上の株式会社に対し会計監

査人(公認会計士または監査法人)による監査の

制度が新しく導入された。公認会計士は 1万人に

も満たないのに対し、株式会社は 100万社を超え

るという実態から、すべての株式会社が公認会計

士の監査を受けるべきものとすることは不可能で

あり、会社の負担能力からみても妥当ではないと

いうことから一定規模以上の会社のみを対象とし

たわけである。その後の改正で、負債総額 200億

円以上の会社も会計監査人の監査を受けなければ

ならないとされたが、これ以外の会社については

監査役による監査のみで、依然として形骸化した

形で今日に至っている。

〔試案の方向〕

株式会社一一資本金 3，000万円以上、または、

負債総額 3億円以上の会社は、会計専門家による

「調査」を要する。

有限会社一一資本金 1億円以上、または、負債

総額10億円以上の会社は、会計専門家による「調

査」を要する。

会計監査人の監査を受けない会社についても、

会社の計算の適正・明確化のための何らかの措置

をとらなければならないことが問題とされている O

そこで公認会計士による監査以外の別な形で計算

の適正・明確をチェックする制度として、会計専

門家による「調査」が考えられている。そこでこ

の会計専門家とは誰なのか、調査とは何なのか、

が各々問題となるが、この「調査」問題の検討を

行うため、昨年暮れに「商法監査問題研究会」が

設置され、何回か検討を重ねた。メンバーは公認

会計士、税理士のほか、法務省、大蔵省等の関係

省庁、法律、会計関係の学者からなり、その結果

は、今後の法制審議会に報告・提出されることと

なっている O

この「調査」がどのような会社に適用されるか

といえば、商法特例法第 2条の基準に該当する会

社は現行どおりとし、それ以外の株式会社は原則

として専門家による調査の対象とすることが考え

られる。ただし、資本金 3，000万円未満かつ負債

総額 3億円未満の会社は、この「調査」を受けた

くなければ受けなくてもよいこととする一方、相 . 

当の規模以上の会社であれば、商法特例法第 2条

の基準に該当しない会社でも進んで公認会計士に

よる監査を受けたいとするものはこれによっても

可とする方向で検討が進んでいる。また、監査役

の機能が形骸化しているのなら、この際、会社に

よっては(資本金1億円未満かつ負債総額10億円

未満を考えている)、監査役の設置を省略する余

地を認めようとする考えもある。現在の公認会計

士による監査は監査役の監査と密接・不可分なも

のと考えられ、公認会計士は会計の監査を行ない、

他方、監査役は会計監査以外の業務監査を主とし

て行い、会計監査は補充的に行うということで制

度が組み立てられている。だから監査役の存在し

ない会社に公認会計士による監査を認めることは

制度上、無理がある。そのため、公認会計士によ 司

る任意監査を認める会社は監査役が強制される会

社にしないと、制度上、適切ではないだろうとい

うことから、どんな会社でも公認会計士監査を受

けられるというのではなく、監査役の設置を強制

される会社についてのみ任意監査を認める方向で

検討が進められている。

会計専門家については、会社の経理に詳しい者

となると、税理士が第一に候補者として考えられ

ると思うが、最車冬的には定まっていない。
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町田法人会

事業日 程表

昭和61年度 昭和61年度 昭和61年度

新設法人説明会 決算期法人説明会 中級実務簿記講座

月 日 H謹 会場 講 師 名 月 日 I翠 ;ノ五ち、; 点ふ房日 講師名 月 日 日程
講師名

印東篤誼

4 23 水 税務署 和田精二 4 21 月 税務署 園田安弘 8 25 
会場

月 町田商工会館

5 16 金 イ〉 池田元 七 5 19 月 イン 佐藤俊夫 9 l 月 ク

-6 20 金 。 柴田文麿 6 23 月 イシ 佐野コ雄 9 8 月 ~ 

7 17 木 。 植木幹夫 7 21 月 。 土方周利 9 16 火 ク

8 22 金 。 田中修一 8 25 月 イシ 堀田光彦 9 22 月 ク

9 19 金 ク 長 崎 真 人 9 25 木 イ〉 飯野忠行 9 29 月 。

10 17 金 ク 井家上叶 10 20 月 イ〉 岡本宗男 10 6 月 イP

11 21 金 。 中村博充 11 18 火 ク 小林 進 10 13 月 ク

12 12 金 ク 大沢一郎 12 15 月 11 田中 宋 10 20 月 ク

62 

l 16 金 。 山内 芳 l 19 月 。 渋谷俊夫

-2 20 金 未定 信 原輝 久 2 23 月 未定 石井一弘

3 20 金 。 印 東 篤 誼 3 23 月 。 西田幸一

次回の経営相談日は、

7月29日に決まりました。

- 29一
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お知らせ
~税の作文 募集~

。応募資格高校生で あればどなたでも応

募できます。

。テ ー マ税に関することであれば、 M

でも結構ですが、次のような例を参考にしてく

O税についての家族の体験談

やまわりの方の話を聞いて、

自分が考えたこと

ださい。

。応募点数と字数 1人 l編、3，000字以内で、末

尾に住所、氏名、学校名、学年、学校の所在地

O税や税務署についての意見 を書いてください。

O税について学校などで学ん ⑬締 切 り 9月 5日(金)までに税務署へ

だことについての意見

O税務署などを見学したこと

があればその経験や印象

お送りください。

。表 彰優秀作文には、賞状と記念品

を贈呈します。

税の作文募集についてのお問い合わせは税務署総務課ヘ 電話 0427-28-7211

~昭和6“l年度l凶司家公務員採用E種試験(税務)のお知らせ~

1ト. 受験資格 H附f日i手利和[[は4但1年4月2f1-、-

2. 受験申込用紙の配付及び巾込受付期間等

(1)受験申込用紙配付則!日1 6月18日(利-7月16日(水)

(2) 受験申込用紙請求先及び申込先 人事院関東事務局

子100東京都千代田区大手町 1-3-3

大手町合同庁舎第 3号館(9階) T E L. 03-2 1 4 -1 6 2 1 

(注) 受験申込用紙については、最寄りの税務署にも用意しであります O

(3) 申込受付期間 7月9日(水)-7月16日(水)

※詳しくは、最寄りの税務署又は東京国税局人事第二課試験係へおたずねください。

東京国税局電話03-216-6811 内線 2059・2060

~社会保険に加入していない事業所の適用について~

健康保険法及び厚生年金保険法の改正に伴L¥従来社会保険の加入について任意とされ

ていた「サービス業等の業種で常時5人以上の従業員を使用する法人の事業所』が昭和61

年4月 1日から、さらに『あらゆる業種で常時 5人未満の従業員を使用する法人の事業所』

が昭和62年4月1日から、それぞれ段階的に、健康保険、厚生年金保険に加入する(任意

加入ではなくなる)ことになりました。

つきましては、今年度は、その第一段階として、健康保険及び厚生年金保険に加入され

ていない『サービス業等の業種で常時5人以上の従業員を使用する法人の事業所』につい

て、社会保険事務所へ新規適用(加入)の手続きをしていただくことになりますので、事

業主の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。

なお、新規適用の方法、社会保険制度等についての御質問は、下記あて御照会下さい。

干 192 八王子市南新町4-1

八王子社会保険事務所適用課及び社会保険調査官

告 0426 (26) 3511 
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増やそう法人会員



「事務局だより

ごf建1券のことと思います。会員のみな様、

みな様の会でありますので、次の事項をお願いいたします。

会社の名称、所在地、代表者等に変更がありましたら、す

みやかに電話又は書面をもって事務局にご連絡下さい。

法人会は、

① 

会報の内容充実のためご意見等ございましたら事務局まで

お知らせ下さ Po

② 

同封致しましたはがきアンケー卜にご協力下さ P。③ 

司

従業員の退職金制度の充実に…・.

、

‘・

従業員の福利厚生を?はかつて勤労意欲をたカーめ

人材を確保して事業の友之成長針劫Bることを目的とした制度てt

*針金主 l人月額、 000円まー全額賓金(!1Z要経費処理できまd
*将来安世つ¥き多額の退職金を月 2わず吋つ働金でE十車却に筆備さきます

*従業員 ~E着とそD安定そ高十つ ι業の発展lこ'il'立ちます

*t卦金I手1[11.000円から最高16.J16.000円まで

回亙到度|の|す|ぐ|れ|た|特|色

〈過去勤務期間通算制度〉※新規加入事業所のみ適用されます。

|採|用|の|メ|リト:11ト|

府立斉者1)過;宅霊T終期間害届軍司令一日ご主り さ云こ充掌J で息職金制霊ガ確立でさ烹 1
こ+取扱'， \1，二.J::~;主主金「過去笛.~;卦歪主全額万損金まだ l手必要望費lご計上できます2 

取扱会社

大同生命保障相互会社

町国支社

干194東京都町田市中町2-2-5
電話(0427)22-5756.2810
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